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ＴＥＬ０１６５４－２－１３６７ 

な よ ろ の 除 雪 
除雪についての情報やお知らせを「なよろの除雪」と題して発行しています。 

 

 

平成 30年 12月１日 発行 第５０号 

編集 建設水道部都市整備課 

電話 01655-3-2511（代表） 

FAX   01655-3-3450 

e-mail  ｎｙ-douroiji@city.nayoro.lg.jp 
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対
策
打
合
わ
せ
会
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皆様、お元気ですか？厳しい寒さの中、お

仕事、お勉強、部活動など、お疲れ様です！ 

風邪には注意してくださいね！ 

 

平成 30年度の除雪や排雪についての打ち 

合わせ会議を 11月 22日に名寄市役所風連庁舎で 

行いました。除排雪の各関係機関から代表者が集 

まり連携体制を確認しました。国道担当の旭川開発建設部、

道道担当の旭川建設管理部、町内会連合会、除排雪受注

業者、警察署、消防署、市道担当名寄市役所都市整備課、

教育委員会、市民部、健康福祉部、智恵文支所、防災担当

の約 30 名が出席しました。消防からは救急車や消防車の緊

急出動の際の除雪体制について要望などが出され確認しま

した。また国道、道道、市道の連携として交差点の見通し確

保や道路段差解消について確認をしました。 

  

 

 

 

 

 

新市民雪堆積場について 

 
 

 

 

 

名寄市西 16条南 9丁目に市民雪堆積場ができました。 

受入時間は１０：００～１５：００です。 

搬入可能な車両は軽車両～3 トン車までです。 

堆積場までの道路幅が狭いため、道道西風連名寄線の方

（黒矢印）から入り豊栄七号橋（白矢印）へ抜けていくように

お願いします。夜間に入れる場合や3トン以上4トンまでの車

両は大橋の市民雪堆積場への搬入をお願いします。 

除 排 雪 作 業 の 問 い 合 わ せ 先 

 
○市道について 

名寄地区：名寄三信環境整備事業協同組合 

ＴＥＬ０１６５４－２－１３６７ 

風連地区：風連環境保全事業組合 

ＴＥＬ０１６５５－３－４６００ 

○除排雪全般に関して 

名寄市役所建設水道部都市整備課管理係 

ＴＥＬ０１６５５－３－２５１１（内線２２１０） 

 

 

○市道以外について 

旭川開発建設部士別道路事務所 

ＴＥＬ０１６５－２３－３１４６ 

 

名寄地区：旭川建設管理部美深出張所 

ＴＥＬ０１６５６－２－１０８１ 

風連地区：旭川建設管理部士別出張所 

ＴＥＬ０１６５－２３－２１９１ 
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個人や団体向けの助成事業 

排雪ダンプ助成事業のご紹介 

○一般住宅の排雪作業を 

行う場合、排雪ダンプ一台当たり 

2,000円の助成 

○店舗併用住宅の排雪作業を 

行う場合、排雪ダンプ一台当たり 

1,000円の助成 

お申し込みは、指定業者さんへ直接連絡をし

てください。助成の手続きも指定業者さんが行

います。台数・回数に限りはありません。12月 1

日～3 月 10 日まで受け付け、3 月 31 日まで

に実施してください。 
 

指  定  業  者 住     所 電 話 番 号 対 応 地 区 

五十嵐運輸株式会社 名寄市字徳田 240－4 01654－3－6127 名寄 

株式会社Ｓｋｙ 名寄市字徳田 260番地 11 01654－8－7502 名寄 

株式会社真鍋組 名寄市字徳田 100－8 01654－3－2750 名寄 

第一建設株式会社 名寄市西 7条南 6丁目 6－1 01654－3－3307 名寄 

北建工業株式会社 名寄市西 3条北 2丁目 11番地１ 01654－2－3984 名寄 

村西運輸株式会社 名寄市字徳田 289－24 01654－2－4501 名寄・風連 

有限会社岩守産業 名寄市字徳田 248－18 01654－2－5607 名寄・風連 

有限会社吉田工業 名寄市字徳田 98番地 57 01654－3－3450 名寄・風連 

 

 

住宅の排雪作業を実施する場合に排雪ダンプにかかる費用の一

部を助成します。 

 

市道及び私道の除排雪助成事業のご紹介 

 
 

市道の排雪作業及び私道の除雪作業について 

下記条件に該当する場合に費用の一部を助成します。 

・市道の「排雪」について   [50％以内の額を助成]   

１． 明確な地区組織から要望があった路線  

２． 道路延長が概ね 100ｍ以上の路線  

・私道の「除雪」について   [30％以内の額を助成]   

１．上記１．に該当し、除雪作業幅員が 3.5ｍ以上で 

受益戸数が 3戸以上の宅地内道路 

 

 

詳しくは、下記にお問い合わせください。 

 

 

建設水道部都市整備課管理係 

（風連庁舎 2階） 

電話：01655-3-2511（内線 2214） 


